
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
説
明
書

外

務
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1

一

概
説

１

条
約
の
成
立
経
緯

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
は
、
各
国
の
国
際
私
法
規
則
の
統
一
を
図
る
た
め
の
研
究
及
び
条
約
の
作
成
を
行
う
政
府
間
機
関
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
政
府
の

(1)
招
請
の
下
に
明
治
二
十
六
年
（
千
八
百
九
十
三
年
）
か
ら
不
定
期
に
会
合
を
開
催
し
て
活
動
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
我
が
国
は
、
明
治
三
十
七
年

（
千
九
百
四
年
）
の
第
四
回
会
期
か
ら
こ
れ
に
参
加
し
て
い
る
。
同
会
議
は
、
昭
和
三
十
年
（
千
九
百
五
十
五
年
）
の
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
規
程
の
発

効
に
よ
っ
て
常
設
機
関
と
な
り
、
現
在
の
構
成
国
は
、
七
十
一
箇
国
及
び
一
機
関
で
あ
る
。
戦
後
同
会
議
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
条
約
は
、
三
十
八
に
達

し
て
お
り
、
我
が
国
は
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
等
六
の
条
約
を
締
結
し
て
い
る
。

人
の
移
動
及
び
国
際
結
婚
の
増
加
に
伴
い
、
千
九
百
七
十
年
代
に
入
り
、
一
方
の
親
に
よ
る
子
の
連
れ
去
り
及
び
監
護
の
権
利
を
め
ぐ
る
紛
争
の
国
際

(2)
裁
判
管
轄
の
問
題
が
国
際
的
な
場
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
は
、
昭
和
五
十
四
年
（
千
九
百
七
十
九
年
）
三
月
及
び
十
一

月
に
こ
の
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、
各
締
約
国
の
指
定
さ
れ
た
中
央
当
局
を
通
じ
て
各
締
約
国
の
裁
判
所
と
行
政
機
関
と
の
協
力
に
よ
り

国
際
的
な
子
の
連
れ
去
り
を
防
止
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
条
約
の
素
案
を
作
成
し
た
。
昭
和
五
十
五
年
（
千
九
百
八
十
年
）
十
月
に
開
催
さ
れ
た

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
第
十
四
回
会
期
に
お
い
て
、
こ
の
素
案
に
基
づ
く
審
議
が
行
わ
れ
、
こ
の
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。

２

条
約
締
結
の
意
義

こ
の
条
約
は
、
監
護
の
権
利
の
侵
害
を
伴
う
国
境
を
越
え
た
子
の
連
れ
去
り
等
が
生
じ
た
場
合
に
原
則
と
し
て
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
に
子
を
迅
速
に

返
還
す
る
た
め
の
国
際
協
力
の
仕
組
み
、
国
境
を
越
え
た
親
子
の
接
触
の
実
現
の
た
め
の
協
力
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
条
約
を

締
結
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
協
力
を
通
じ
、
不
法
な
連
れ
去
り
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
有
害
な
影
響
か
ら
子
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
親
子
の

接
触
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
子
の
利
益
に
資
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

条
約
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

不
法
に
連
れ
去
ら
れ
、
又
は
留
置
さ
れ
て
い
る
子
の
迅
速
な
返
還
並
び
に
監
護
の
権
利
及
び
接
触
の
権
利
の
効
果
的
な
尊
重
と
い
う
こ
の
条
約
の
目
的

(1)
の
実
現
を
確
保
す
る
た
め
、
全
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

 

一

 
 



2

中
央
当
局
は
、
こ
の
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
他
の
締
約
国
の
中
央
当
局
と
相
互
に
協
力
し
、
及
び
国
内
の
当
局
間
の
協
力
を
促
進
す
る
こ

(2)
と
。司

法
当
局
又
は
行
政
当
局
は
、
子
の
返
還
の
た
め
の
手
続
を
迅
速
に
行
い
、
原
則
と
し
て
子
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
。

(3)
４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

近
年
、
国
際
結
婚
及
び
そ
の
破
綻
の
増
加
か
ら
、
我
が
国
と
米
国
、
フ
ラ
ン
ス
等
の
諸
外
国
と
の
間
に
お
い
て
監
護
の
権
利
の
侵
害
を
伴
う
国
境
を
越

(1)
え
た
子
の
連
れ
去
り
等
を
め
ぐ
る
問
題
が
表
面
化
す
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
我
が
国
政
府
と
し
て
こ
の
条
約
の
締
結
の
是
非
に
つ
い

て
検
討
し
て
き
た
結
果
、
こ
の
条
約
の
締
結
に
は
、
不
法
な
連
れ
去
り
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
有
害
な
影
響
か
ら
子
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
親
子
の
接
触

の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
子
の
利
益
に
資
す
る
と
い
う
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
の
結
論
に
至
り
、
平
成
二
十
三
年
（
二
千
十
一
年
）
五
月
二
十

日
、
こ
の
条
約
の
締
結
に
向
け
た
準
備
を
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て
閣
議
了
解
を
行
っ
た
。

こ
の
条
約
は
、
昭
和
五
十
八
年
（
千
九
百
八
十
三
年
）
に
効
力
を
生
じ
、
平
成
二
十
五
年
（
二
千
十
三
年
）
二
月
一
日
現
在
の
締
約
国
数
は
、
八
十
九

(2)
箇
国
に
達
し
て
お
り
、
国
際
的
な
子
の
連
れ
去
り
等
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
国
際
的
ル
ー
ル
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
我
が
国
の
こ
の
条

約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
各
国
か
ら
も
高
い
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
こ
の
条
約
を
早
期
に
締
結
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

５

我
が
国
が
付
す
る
留
保

我
が
国
は
、
こ
の
条
約
の
締
結
に
当
た
り
、
第
四
十
二
条
の
規
定
に
従
っ
て
次
の
内
容
の
留
保
を
付
す
る
予
定
で
あ
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
国
の
中
央
当
局
に
送
付
さ
れ
る
申
請
等
に
添
付
さ
れ
る
翻
訳
に
つ
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
使
用
を
拒
む
こ

(1)
と
。第

二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
弁
護
士
そ
の
他
法
律
に
関
す
る
助
言
者
の
参
加
又
は
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
に
よ
り
生
ず
る
費
用
に
つ
い

(2)
て
、
自
国
の
法
律
に
関
す
る
援
助
及
び
助
言
に
係
る
制
度
に
よ
っ
て
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
負
担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
。

二

条
約
の
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
四
十
五
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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１

目
的
（
第
一
条
）

こ
の
条
約
は
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
不
法
に
連
れ
去
ら
れ
、
又
は
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
不
法
に
留
置
さ
れ
て
い
る
子
の
迅
速
な
返
還
を
確
保

す
る
こ
と
並
び
に
一
の
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
く
監
護
の
権
利
及
び
接
触
の
権
利
が
他
の
締
約
国
に
お
い
て
効
果
的
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

２

締
約
国
の
義
務
（
第
二
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
目
的
の
実
現
を
確
保
す
る
た
め
、
全
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
利
用
可
能
な
手
続
の
う
ち
最
も
迅

速
な
も
の
を
用
い
る
。

３

子
の
不
法
な
連
れ
去
り
及
び
留
置
（
第
三
条
）

子
の
連
れ
去
り
又
は
留
置
は
、
次
の

及
び

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
不
法
と
す
る
。

(1)

(2)

連
れ
去
り
又
は
留
置
の
直
前
に
子
が
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
個
人
等
が
共
同
又
は
単
独
で
有
す
る
監
護
の
権
利
を
侵
害
し
て
い

(1)
る
こ
と
。

連
れ
去
り
若
し
く
は
留
置
の
時
に

の
監
護
の
権
利
が
現
実
に
行
使
さ
れ
て
い
た
こ
と
又
は
連
れ
去
り
若
し
く
は
留
置
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
当
該
権
利

(2)

(1)

が
現
実
に
行
使
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。

４

適
用
範
囲
（
第
四
条
）

こ
の
条
約
は
、
監
護
の
権
利
又
は
接
触
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
直
前
に
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
子
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
こ
の
条

約
は
、
子
が
十
六
歳
に
達
し
た
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

５

監
護
の
権
利
及
び
接
触
の
権
利
（
第
五
条
）

「
監
護
の
権
利
」
に
は
、
子
の
監
護
に
関
す
る
権
利
、
特
に
、
子
の
居
所
を
決
定
す
る
権
利
を
含
む
。

(1)

「
接
触
の
権
利
」
に
は
、
一
定
の
期
間
子
を
そ
の
常
居
所
以
外
の
場
所
に
連
れ
て
行
く
権
利
を
含
む
。

(2)
６

中
央
当
局
の
指
定
（
第
六
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
よ
り
中
央
当
局
に
対
し
て
課
さ
れ
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
、
中
央
当
局
を
指
定
す
る
。
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７

中
央
当
局
の
協
力
の
義
務
（
第
七
条
）

中
央
当
局
は
、
子
の
迅
速
な
返
還
を
確
保
し
、
及
び
こ
の
条
約
の
他
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
相
互
に
協
力
し
、
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
の
当
局
間

(1)
の
協
力
を
促
進
す
る
。

特
に
、
中
央
当
局
は
、
直
接
に
又
は
仲
介
者
を
通
じ
て
、

子
の
所
在
の
特
定
、

子
に
対
す
る
更
な
る
害
悪
の
防
止
、

子
の
任
意
の
返
還
又
は
友

(2)

(ｲ)

(ﾛ)

(ﾊ)

好
的
な
解
決
の
促
進
、

子
の
社
会
的
背
景
に
関
す
る
情
報
の
交
換
、

関
連
法
令
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
情
報
の
提
供
、

子
の
返
還
及
び
接
触
の
権

(ﾆ)

(ﾎ)

(ﾍ)

利
の
行
使
の
た
め
の
手
続
の
開
始
に
つ
い
て
の
便
宜
の
供
与
、

法
律
に
関
す
る
援
助
及
び
助
言
の
提
供
に
つ
い
て
の
便
宜
の
供
与
、

子
の
安
全
な
返

(ﾄ)

(ﾁ)

還
の
確
保
等
の
た
め
、
全
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。

８

子
の
返
還
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
の
申
請
（
第
八
条
）

監
護
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
子
が
連
れ
去
ら
れ
、
又
は
留
置
さ
れ
た
と
主
張
す
る
個
人
等
は
、
子
の
常
居
所
の
中
央
当
局
又
は
他
の
締
約
国
の
中
央
当
局

に
対
し
、
子
の
返
還
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

９

申
請
の
移
送
（
第
九
条
）

申
請
を
受
領
し
た
中
央
当
局
は
、
子
が
他
の
締
約
国
に
現
に
所
在
す
る
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
申
請
を
当
該
他
の
締
約
国
の

中
央
当
局
に
移
送
し
、
要
請
を
行
っ
た
中
央
当
局
又
は
申
請
者
に
対
し
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

子
の
任
意
の
返
還
（
第
十
条
）

10

子
が
現
に
所
在
す
る
国
の
中
央
当
局
は
、
子
が
任
意
に
返
還
さ
れ
る
よ
う
全
て
の
適
当
な
措
置
を
と
り
、
又
は
と
ら
せ
る
。

子
の
返
還
の
た
め
の
迅
速
な
手
続
（
第
十
一
条
）

11

締
約
国
の
司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
は
、
子
の
返
還
の
た
め
の
手
続
を
迅
速
に
行
う
。

(1)

申
請
者
及
び
要
請
を
受
け
た
国
の
中
央
当
局
は
、
関
係
す
る
司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
が
手
続
の
開
始
の
日
か
ら
六
週
間
以
内
に
決
定
を
行
う
こ
と
が

(2)
で
き
な
い
場
合
に
は
、
遅
延
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

子
の
返
還
を
命
ず
る
義
務
（
第
十
二
条
）

12

子
が
不
法
に
連
れ
去
ら
れ
、
又
は
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
子
が
現
に
所
在
す
る
締
約
国
の
司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
が
手
続
を
開
始
し
た

(1)
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日
に
お
い
て
子
の
不
法
な
連
れ
去
り
又
は
留
置
の
日
か
ら
一
年
が
経
過
し
て
い
な
い
と
き
は
、
司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
は
、
直
ち
に
子
の
返
還
を
命
ず

る
。司

法
当
局
又
は
行
政
当
局
は
、
一
年
が
経
過
し
た
後
に
手
続
を
開
始
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
子
が
新
た
な
環
境
に
適
応
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

(2)
な
い
限
り
、
子
の
返
還
を
命
ず
る
。

司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
は
、
子
が
他
の
国
に
連
れ
出
さ
れ
た
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
返
還
の
た
め
の
手
続
を
中
止
し
、
又
は

(3)
返
還
の
申
請
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

子
の
返
還
を
命
ず
る
義
務
の
例
外
（
第
十
三
条
及
び
第
二
十
条
）

13

司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
は
、
子
の
返
還
に
異
議
を
申
し
立
て
る
個
人
等
が
次
の
い
ず
れ
か
の
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
に
は
、
子
の
返
還
を
命
ず
る
義

(1)
務
を
負
わ
な
い
。

子
を
監
護
し
て
い
た
個
人
等
が
、
連
れ
去
り
若
し
く
は
留
置
の
時
に
現
実
に
監
護
の
権
利
を
行
使
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
連
れ
去
り
若
し
く
は
留

(ｲ)
置
の
時
以
前
に
こ
れ
に
同
意
し
て
い
た
こ
と
又
は
連
れ
去
り
若
し
く
は
留
置
の
後
に
こ
れ
を
黙
認
し
た
こ
と
。

返
還
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
が
心
身
に
害
悪
を
受
け
、
又
は
他
の
耐
え
難
い
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
重
大
な
危
険
が
あ
る
こ
と
。

(ﾛ)
司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
は
、
子
が
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
拒
み
、
か
つ
、
そ
の
意
見
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
年
齢
及
び
成
熟
度
に
達
し

(2)
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
子
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
は
、
自
国
に
お
け
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
保
護
に
関
す
る
基
本
原
則
に
よ
り
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、

(3)
子
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

監
護
の
権
利
に
つ
い
て
の
本
案
の
決
定
の
禁
止
（
第
十
六
条
）

14

子
が
自
国
に
連
れ
去
ら
れ
、
又
は
自
国
に
お
い
て
留
置
さ
れ
て
い
る
締
約
国
の
司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
は
、
子
が
不
法
に
連
れ
去
ら
れ
、
又
は
留
置
さ

れ
て
い
る
旨
の
通
知
を
受
領
し
た
後
は
、
監
護
の
権
利
に
つ
い
て
の
本
案
の
決
定
を
行
わ
な
い
。

子
の
返
還
に
関
す
る
決
定
を
本
案
の
判
断
と
す
る
こ
と
の
禁
止
（
第
十
九
条
）

15

こ
の
条
約
に
基
づ
く
子
の
返
還
に
関
す
る
決
定
は
、
監
護
の
権
利
に
つ
い
て
の
本
案
の
判
断
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
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接
触
の
権
利
の
効
果
的
な
行
使
を
確
保
す
る
た
め
の
援
助
の
申
請
（
第
二
十
一
条
）

16

接
触
の
権
利
の
効
果
的
な
行
使
を
確
保
す
る
よ
う
に
取
り
計
ら
う
こ
と
を
求
め
る
申
請
は
、
締
約
国
の
中
央
当
局
に
対
し
て
、
子
の
返
還
を
求
め
る
申

(1)
請
と
同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

中
央
当
局
は
、
接
触
の
権
利
が
平
穏
に
享
受
さ
れ
る
こ
と
及
び
接
触
の
権
利
の
行
使
に
当
た
り
従
う
べ
き
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
促
進
す
る
た

(2)
め
、
第
七
条
に
定
め
る
協
力
の
義
務
を
負
う
。

手
続
費
用
の
保
証
の
要
求
の
禁
止
（
第
二
十
二
条
）

17

い
か
な
る
保
証
、
担
保
及
び
供
託
も
、
こ
の
条
約
の
適
用
を
受
け
る
司
法
上
又
は
行
政
上
の
手
続
に
要
す
る
費
用
の
支
払
を
保
証
す
る
た
め
に
要
求
し
て

は
な
ら
な
い
。

言
語
（
第
二
十
四
条
）

18

要
請
を
受
け
る
国
の
中
央
当
局
に
送
付
さ
れ
る
申
請
等
は
、
原
語
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
国
の
公
用
語
又
は
フ
ラ
ン
ス
語
若
し
く
は
英
語
に
よ
る
翻
訳

を
添
付
す
る
。
た
だ
し
、
締
約
国
は
、
留
保
を
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
又
は
英
語
の
い
ず
れ
か
一
方
の
使
用
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

法
律
に
関
す
る
援
助
及
び
助
言
（
第
二
十
五
条
）

19

締
約
国
の
国
民
及
び
締
約
国
に
常
居
所
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
に
関
係
の
あ
る
事
項
に
関
し
、
他
の
締
約
国
に
お
い
て
、
当
該
他
の
締
約
国

の
国
民
及
び
当
該
他
の
締
約
国
に
常
居
所
を
有
す
る
者
と
同
一
の
条
件
で
法
律
に
関
す
る
援
助
及
び
助
言
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

手
数
料
の
徴
収
の
禁
止
等
（
第
二
十
六
条
）

20

中
央
当
局
そ
の
他
締
約
国
の
公
の
当
局
は
、
申
請
に
係
る
い
か
な
る
手
数
料
も
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
、
手
続
の
費
用
及
び
弁
護
士
そ
の
他
法

(1)
律
に
関
す
る
助
言
者
が
参
加
し
た
場
合
に
は
そ
の
参
加
に
よ
り
生
ず
る
費
用
の
支
払
を
申
請
者
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
子
の
返
還
の

実
施
の
た
め
に
要
し
た
費
用
又
は
将
来
要
す
る
費
用
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

締
約
国
は
、
留
保
を
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

の
費
用
で
あ
っ
て
弁
護
士
そ
の
他
法
律
に
関
す
る
助
言
者
の
参
加
又
は
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
に
よ
り

(2)

(1)

生
ず
る
も
の
を
自
国
の
法
律
に
関
す
る
援
助
及
び
助
言
に
係
る
制
度
に
よ
っ
て
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
除
く
ほ
か
負
担
す
る
義
務
を
負
わ
な
い

旨
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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申
請
が
要
件
を
欠
く
場
合
（
第
二
十
七
条
）

21

申
請
が
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
又
は
申
請
に
十
分
な
根
拠
が
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
中
央
当
局
は
、
当
該
申
請
を
受
理
す
る
義
務

を
負
わ
な
い
。

直
接
の
申
請
（
第
二
十
九
条
）

22

こ
の
条
約
は
、
監
護
の
権
利
又
は
接
触
の
権
利
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
主
張
す
る
個
人
等
が
、
締
約
国
の
司
法
当
局
又
は
行
政
当
局
に
直
接
申
請
を
行
う
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

時
間
的
適
用
範
囲
（
第
三
十
五
条
）

23

こ
の
条
約
は
、
締
約
国
間
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
が
当
該
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
に
行
わ
れ
た
不
法
な
連
れ
去
り
又
は
留
置
に
つ
い
て
の
み

適
用
す
る
。

署
名
並
び
に
批
准
、
受
諾
及
び
承
認
（
第
三
十
七
条
）

24

こ
の
条
約
は
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
第
十
四
回
会
期
の
時
に
同
会
議
の
構
成
国
で
あ
っ
た
国
に
よ
る
署
名
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。

(1)

こ
の
条
約
は
、
批
准
さ
れ
、
受
諾
さ
れ
、
又
は
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2)
加
入
（
第
三
十
八
条
）

25

そ
の
他
の
国
は
、
こ
の
条
約
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(1)

加
入
は
、
加
入
国
と
そ
の
加
入
を
受
け
入
れ
る
旨
を
宣
言
し
た
締
約
国
と
の
間
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。

(2)
留
保
（
第
四
十
二
条
）

26

い
ず
れ
の
国
も
、
第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
留
保
の
一
方
又
は
双
方
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
の
い
か
な
る
留
保

も
、
認
め
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
の
国
も
、
い
つ
で
も
、
自
国
が
付
し
た
留
保
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

効
力
発
生
（
第
四
十
三
条
）

27

こ
の
条
約
は
、
三
番
目
の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
の
寄
託
の
後
三
番
目
の
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

(1)

こ
の
条
約
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
が
生
じ
た
後
に
こ
の
条
約
を
批
准
し
、
受
諾
し
、
若
し
く
は
承
認
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
す
る
国
に
つ
い
て
は
、
そ

(2)
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の
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
の
寄
託
の
後
三
番
目
の
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

三

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

１

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

２

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

 

八
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＊
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ゼ
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、
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ロ
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ボ
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、
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ソ
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、
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、
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、
シ
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、
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ア
、
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カ
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国
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ン
カ
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デ
ン
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ス
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ス
、
タ
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、
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ニ
ダ
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ト
ル
コ
、
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ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
、
英
国
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カ
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衆
国
、
ウ
ル
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ア
イ
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ウ
ズ
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ス
タ
ン
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
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ブ
エ

 

九

 
 






